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証券ジャパンの約款・規程集（対面営業（IFA を含む。）） 新旧対照表 
   

2026 年 1 月 5 日 
株式会社証券ジャパン 

このたび、当社では、新たに目論見書等を電子交付サービスの対象とすることに伴い、当社の約款・規程集（以下「約款等」といいます。）を一部改訂することといたし
ます。お客様におかれましては、当該改訂内容等をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

（改正項目） 

 

  

１．「第 15 章 電子交付サービス約款」を一部改訂し、2026 年２月１日から適用いたします。 

 

（改正項目の新旧対照表） 

 

下線部分変更 

新 旧 

第 15 章 電子交付サービス約款 第 15 章 電子交付サービス約款 

第２条（電子交付書面） 

本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、以下の各号に掲げる書面（以

下、この章において「電子交付書面」といいます。）とします。 

① 報告書等 

（現行通り） 

② 目論見書等 

目論見書 

契約締結前交付書面を代替する目論見書 

目論見書補完書面 

目論見書等に関連する書面 

③ その他当社が定める書面 

第２条（電子交付書面） 

本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、以下の各号に掲げる書面（以

下、この章において「電子交付書面」といいます。）とします。 

① 報告書等 

（省略） 

 

（新設） 

 

 

 

② その他当社が定める書面 

 

第３条（電子交付方法） 

(1) 当社は、次のいずれかの方法により、電子交付を行うものとします。 

①～②              （現行通り） 

③ 電子メール等によりファイル等を送信し、電子交付書面の記載事項について、お客

様の閲覧に供する方法 

④ 金融商品取引業者等のホームページにて、電子交付書面の記載事項について、お客

様の閲覧に供する方法 

(2) 当社は、前項第 1 号の方法による交付について、当社ホームページのお客様ページにお

いて、電子交付書面の記載事項を記録した旨を告知いたします。 

第３条（電子交付方法） 

(1) 当社は、次のいずれかの方法により、電子交付を行うものとします。 

①～②                （省略） 

                      （新設） 

 

（新設） 

 

(2) 当社ホームページのお客様ページにおいて、電子交付書面の記載事項を記録した旨を告

知いたします。 
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下線部分変更 

新 旧 

第５条（申込） 

(1)                      （現行通り） 

(2) お客様は、次のいずれかの方法により申込み、本サービスを利用できるものとします。 

① 当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ提出する方法 

② 当社営業員（金融商品仲介業者の営業員を含む）に必要事項を架電・口頭で通知す

る方法 

(3) 「対面ネット照会サービス」による本サービス利用の場合の申込については、前項第 1

号の方法によるものとします。 

第５条（申込） 

(1)                                  （省略） 

(2) お客様は、次の方法により申込み、本サービスを利用できるものとします。 

〇 当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ提出する方法 

（新設） 

 

（新設） 

第６条（本サービスの取扱） 

お客様は、本サービスを申込むにあたり、次の取扱いに同意するものとします。 

① 「対面ネット照会サービス」の利用による電子交付の申込みは、同照会サービスに

おいて対象としている電子交付書面について一括して適用されるものとし、書面ご

との申込みはできません。 

② 目論見書等の電子交付の申込みは、第 2 条第2 号に定める電子交付書面について一

括して適用されるものとします。 

③                    （現行通り） 

④                    （現行通り） 

第６条（本サービスの取扱） 

お客様は、本サービスを申込むにあたり、次の取扱いに同意するものとします。 

① 電子交付の申込みは、電子交付書面について一括して適用されるものとし、書面

ごとの申込みはできません。 

 

（新設） 

  

②                       （省略） 

③                       （省略） 

以上 


